
今月の納税
市・県民税（２期）

国民健康保険税（３期）
納期限

９月１日（月）
納期限内に納めましょう

たまには☆ノンマイカーDay

【問い合わせ】
本庁企画調整課☎22-9621

　

阪
神
・
淡
路
大
震
災
で
亡
く
な

っ
た
方
の
８
割
以
上
は
、
家
屋
の

倒
壊
が
原
因
で
あ
り
、
ケ
ガ
を
し

た
方
の
半
数
以
上
が
家
具
の
転
倒

に
よ
る
も
の
で
し
た
。

　

地
震
や
台
風
な
ど
に
備
え
、
家

の
周
囲
を
確
認
し
、
倒
れ
や
す
い

ブ
ロ
ッ
ク
塀
、
不
安
定
な
瓦
や
ア

ン
テ
ナ
の
補
強
を
行
い
、
プ
ロ
パ

ン
ガ
ス
の
ボ
ン
ベ
を
鎖
で
つ
な
ぐ

な
ど
の
措
置
を
と
り
ま
し
ょ
う
。

　

ま
た
、
家
の
中
で
は
タ
ン
ス
・

食
器
棚
・
冷
蔵
庫
な
ど
の
転
倒
防

止
措
置
や
テ
レ
ビ
・
花
瓶
な
ど
壊

れ
や
す
い
も
の
に
つ
い
て
は
低
い

所
に
置
く
よ
う
に
し
ま
し
ょ
う
。

　

次
に
、
家
族
の
間
で
万
が
一
、

災
害
が
発
生
し
た
と
き
の
連
絡
方

法
や
避
難
所
な
ど
の
集
合
場
所
を

確
認
し
、
災
害
に
備
え
て
﹁
非
常

持
ち
出
し
袋
﹂
を
準
備
し
ま
し
ょ

う
。

　

非
常
持
ち
出
し
品
に
は
、

・
飲
料
水
・
非
常
食
品

・
救
急
医
療
薬
品
類

・
携
帯
ラ
ジ
オ
・
懐
中
電
灯

・
現
金
や
貴
重
品
・
衣
類

な
ど
が
あ
り
ま
す
が
、
使
用
す
る

と
き
に
支
障
が
な
い
よ
う
定
期
的

に
点
検
す
る
こ
と
を
心
掛
け
、
設

置
場
所
を
決
め
て
お
く
こ
と
も
大

切
で
す
。

【
問
い
合
わ
せ
】

　

伊
賀
警
察
署
☎
21
・
０
１
１
０

　

名
張
警
察
署
☎
62
・
０
１
１
０

地域安全コーナー

家庭の防災対策
について

【問い合わせ】
　本庁税務課　☎ 22-9612

　８月は夏休みで通学者が減少
するため、平成１７年から毎年８
月を「公共交通利用促進月間」
として、市と県民センターの職員
が協働して利用促進に取り組んで
きました。本年度は市内全域で
取り組むキャンペーンを実施しま
す！８月中は伊賀流忍者博物館・
だんじり会館・伊賀信楽古陶館・
伊賀越資料館・芭蕉翁記念館・芭
蕉翁生家・蓑虫庵・伊賀上野城で
定期券を見せると入場料などが
団体割引料金になります。（発着
が市内の駅またはバス停で通勤
定期に限ります）
　また、９月以降は毎月最終金曜
日を「公共交通機関の利用促進
日」とします。環境に優しく、健
康にも良い公共交通機関のご利
用をお願いします。
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お
知
ら
せ

■
特
別
障
害
者
手
当

　

20
歳
以
上
で
身
体
ま
た
は
知
的

･

精
神
な
ど
に
著
し
く
重
度
の
障

が
い
が
あ
り
、
日
常
生
活
で
常
時

特
別
の
介
護
を
必
要
と
す
る
在
宅

の
方
に
対
し
、
福
祉
の
増
進
を
目

的
に
支
給
し
ま
す
。

【
支
給
額
】　

　

月
額
２
万
６
４
４
０
円

※
た
だ
し
、
次
に
該
当
す
る
と
き

は
支
給
さ
れ
ま
せ
ん
。

①
施
設
に
入
所
し
て
い
る
と
き

②
病
院
や
診
療
所
に
３
カ
月
以
上

継
続
し
て
入
院
し
て
い
る
と
き

本
庁
高
齢
障
害
課

特
別
障
害
者
手
当

障
害
児
福
祉
手
当

③
受
給
者
お
よ
び
そ
の
配
偶
者
ま

た
は
扶
養
義
務
者
の
所
得
が
一
定

額
以
上
あ
る
と
き

■
障
害
児
福
祉
手
当

　

20
歳
未
満
で
身
体
ま
た
は
知
的

･

精
神
な
ど
に
重
度
の
障
が
い
が

あ
り
、
日
常
生
活
で
常
時
の
介
護

を
必
要
と
す
る
在
宅
の
児
童
に
対

し
、
福
祉
の
増
進
を

目
的
に
支
給
し
ま
す
。

【
支
給
額
】

　

月
額
１
万
４
３
８
０
円

※
た
だ
し
、
次
に
該
当
す
る
と
き

は
支
給
さ
れ
ま
せ
ん
。

①
障
が
い
を
支
給
事
由
と
す
る
年

金
を
受
け
て
い
る
と
き

②
施
設
に
入
所
し
て
い
る
と
き

③
受
給
者
お
よ
び
そ
の
扶
養
義
務

者
の
所
得
が一定
額
以
上
あ
る
と
き

︻
受
給
の
請
求
】

　

こ
れ
ら
の
手
当
は
本
人
（
障
が

い
児
は
保
護
者
）
か
ら
の
請
求
に

よ
り
支
給
さ
れ
ま
す
が
、
認
定
に

つ
い
て
は
指
定
の
診
断
書
な
ど
を

提
出
し
て
い
た
だ
き
審
査
を
行
う

な
ど
、
障
が
い
の
状
態
な
ど
に
つ

い
て
は
別
の
規
定
が
あ
り
ま
す
。

 

現
況
届

　

特
別
障
害
者
手
当
・
障
害
児
福

祉
手
当
・
経
過
的
福
祉
手
当
を
受

給
さ
れ
て
い
る
方
は
、
受
給
資
格

確
認
の
た
め
に
現
況
届
（
所
得
状

況
届
を
含
む
）
を
提
出
し
て
い
た

だ
き
ま
す
。
必
要
書
類
を
送
付
し

ま
す
の
で
、
必
ず
提
出
し
て
く
だ

さ
い
。
期
日
ま
で
に
提
出
さ
れ
な

い
と
、
受
給
資
格
が
あ
っ
て
も
引

き
続
き
手
当
を
受
け
る
こ
と
が
で

き
な
く
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

︻
提
出
期
間
】

　

８
月
11
日
㈪
～
９
月
10
日
㈬

※
土･

日
曜
日
を
除
く

︻
申
請
先
・
問
い
合
わ
せ
】

　

本
庁
高
齢
障
害
課

☎
22
・
９
６
５
６

　

各
支
所
住
民
課
健
康
福
祉
係
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本
庁
健
康
保
険
課

９
月
か
ら
社
会
保
険
事
務

相
談
の
場
所
が
変
わ
り
ま
す

本
庁
少
子
化
対
策
課

児
童
扶
養
手
当

特
別
児
童
扶
養
手
当

■
児
童
扶
養
手
当
現
況
届

　

こ
の
手
当
は
離
婚
な
ど
に
よ
っ

て
父
親
と
生
計
を
共
に
し
て
い
な

い
児
童
の
母
、
あ
る
い
は
母
に
か

わ
っ
て
そ
の
児
童
を
養
育
し
て
い

る
方
が
対
象
で
す
。

　

児
童
扶
養
手
当
を
受
給
さ
れ
て

い
る
方
は
、
毎
年
８
月
に
現
況
届

の
提
出
が
必
要
で
す
。　

　

手
続
き
が
必
要
な
方
に
は
８
月

初
旬
に
案
内
文
書
を
送
付
し
ま

す
。
内
容
確
認
な
ど
が
必
要
と
な

り
ま
す
の
で
、
必
ず
受
給
者
本
人

が
手
続
き
し
て
い
た
だ
き
ま
す
よ

う
お
願
い
し
ま
す
。（
代
理
人
・

郵
送
不
可
）

【
提
出
期
限
】　

８
月
29
日
㈮

■
特
別
児
童
扶
養
手
当
所
得
状
況
届

　

こ
の
手
当
は
精
神
ま
た
は
身
体

に
障
が
い
の
あ
る
20
歳
未
満
の
児

童
を
養
育
し
て
い
る
方
が
対
象
で

す
。

　

特
別
児
童
扶
養
手
当
を
受
給
さ

れ
て
い
る
方
は
、
毎
年
所
得
状
況

届
の
提
出
が
必
要
で
す
。

　

手
続
き
が
必
要
な
方
に
は
８
月

中
旬
に
案
内
文
書
を
送
付
し
ま

す
。

【
提
出
期
限
】　

９
月
10
日
㈬　

　

い
ず
れ
の
手
当
も
こ
の
届
で
受

給
者
の
現
在
の
状
況
や
前
年
の
所

得
な
ど
に
つ
い
て
確
認
し
、
引
き

続
き
手
当
を
受
け
る
要
件
が
あ
る

か
ど
う
か
を
確
認
す
る
た
め
の
も

の
で
す
。

　

な
お
、『
提
出
が
な
い
場
合
は
、

８
月
分
以
降
の
手
当
が
受
け
ら
れ

な
く
な
り
ま
す
』
の
で
ご
注
意
く

だ
さ
い
。

【
提
出
先
・
問
い
合
わ
せ
】

　

本
庁
少
子
化
対
策
課

☎
22
・
９
６
５
４

　

各
支
所
住
民
課
健
康
福
祉
係

　

伊
賀
支
所　

☎
45
・
９
１
２
７

　

島
ヶ
原
支
所
☎
59
・
２
１
６
３

　

阿
山
支
所　

☎
43
・
９
７
１
１

　

大
山
田
支
所
☎
47
・
１
１
５
１

　

青
山
支
所　

☎
52
・
３
２
２
８

本
庁
行
政
改
革
推
進
課

行
財
政
改
革
大
綱

後
期
実
施
計
画
を
策
定

　

伊
賀
市
行
財
政
改
革
大
綱
に
基

づ
く
後
期
実
施
計
画
を
策
定
し
ま

し
た
。

　

こ
の
計
画
は
行
財
政
運
営
の
改

革
・
改
善
を
推
進
す
る
た
め
に
行

財
政
改
革
大
綱

で
定
め
た
９
つ

の
重
点
項
目
の

具
体
的
な
取
組

内
容
と
な
っ
て

お
り
、
平
成
18
年
度
に
策
定
し
た

実
施
計
画
を
見
直
し
た
も
の
で

す
。

【
取
組
期
間
】

　

平
成
20
～
22
年
度
（
３
年
間
）

【
実
施
計
画
の
閲
覧
】

　

市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
（http://
w

w
w

.city.iga.lg.jp/

）
に
掲
載

し
て
い
る
ほ
か
、
行
政
改
革
推
進

課
ま
た
は
各
支
所
総
務
振
興
課
に

備
え
付
け
て
い
ま
す
の
で
ご
覧
く

だ
さ
い
。

【
問
い
合
わ
せ
】

　

本
庁
行
政
改
革
推
進
課

☎
22
・
９
６
２
２

　

相
談
会
場
は
上
野
商
工
会
議
所

３
階
か
ら
上
野
産
業
会
館
２
階
ホ

ー
ル
に
変
更
し
ま
す
。
開
催
日
時

は
第
１
水
曜
日
、第
３
金
曜
日
で
、

い
ず
れ
も
午
前
10
時
15
分
か
ら
午

後
２
時
45
分
で
変
わ
り
ま
せ
ん
。

【
問
い
合
わ
せ
】

　

上
野
商
工
会
議
所

☎
21
・
０
５
２
７

　長寿医療制度（後期高齢者医療制度）の保険料につい
て、すでに年金から天引きされている方または10月の
年金から天引き予定となっている方のうち、次のいずれ
かの要件を満たす方は本庁健康保険課または各支所住
民課の窓口へお申し出いただくことにより、保険料を口
座振替でお支払いいただくことが可能となります。
①国民健康保険の保険料を確実に納付していた方（本
人）が口座振替により納付する場合
②世帯主または配偶者がいる方（年金収入が180 万円

未満の方）でその口座振替により納付する場合
　窓口にお申し出いただいた後、速やかに10月分の年
金からの天引きを中止する手続きを行いますが、8月10
日を過ぎてお申し出いただいた場合は、12月分以降の
年金から中止させていただくこととなります。
　国民健康保険税を年金から天引きされている方は、左
記①のみに該当する場合、お申し出により年金天引きか
ら口座振替に変更することができます。

【問い合わせ】　本庁健康保険課　☎ 22-9660

保険料のお支払い方法の変更について

　　   保険料の軽減割合を拡大します

1 期 2 期 3 期 4 期 5 期 6 期 7 期 8 期
8 月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

　政府決定により保険料の軽減割合が次のとおり拡大されます。
　　■平成 20 年度の均等割額が 7 割軽減されている世帯の方・・・一律 8.5 割軽減
　　■賦課のもととなる所得金額（※）が 58 万円以下の方 ・・・・所得割額を５割軽減
   　　　　　　　（※）賦課のもととなる所得金額・・・平成 19 年中の総所得金額－基礎控除（33 万円）
　8 月中旬に保険料額および納付
方法の通知を市から送付します。

▼保険料の納期

長寿医療制度
（後期高齢者医療制度）


